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項目 内容

1 2026/5/9 参加資格要件

「国公立の博物館・美術施設」とは、
文化庁の博物館総合サイトにアップさ
れている全国の博物館の登録博物館及
び指定施設であれば該当しますか。

　実績として認めるのは、募集要項に記載の独立行
政法人国立文化財機構法（平成11年法律第178号）第
3条及び第12条第1項第1号に基づき設置された博物
館、並びに博物館法第2条第2項の規定に該当する
「登録博物館」となります。

　なお、募集要項の記載にかかわらず、独立行政法
人国立美術館法（平成11年法律第177号）第3条及び
第11条第1号に基づき設置された国立の美術館での実
績についても、本回答をもって参加資格の実績対象
に含める（追記する）ものとして取り扱います。

　一方で、文化庁のサイト等に掲載されている登録
博物館であっても、「私立の登録博物館」での実績
は対象外となります。また、博物館相当施設や博物
館類似施設（指定施設等を含む。）での実績も対象
外です。

　該当施設であるかの確認にあたり、国立の施設
は、独立行政法人国立文化財機構法又は独立行政法
人国立美術館法に基づき設置された施設であるかを
ご確認ください。また、博物館法第2条第2項の規定
に該当する「公立の登録博物館」であるかの確認に
つきましては、各都道府県の教育委員会等が公開し
ている「登録博物館一覧」等の名簿でご確認いただ
くか、施工された施設へ直接「公立の登録博物館で
あるか」をお問い合わせの上、ご判断ください。

2 2026/5/9 参加資格要件
「施工完了した実績」とは、元請けと
しての施工実績でなければいけないの
でしょうか。

　御認識のとおりです。

3 2026/5/9 参加資格要件
元請けの施工実績の場合、施工完了し
た実績とは、共同企業体の実績でも宜
しいでしょうか。

　御認識のとおりです。

4 2026/5/15
企画提案参加表明書兼誓約書
の提出

「企画提案参加表明書兼誓約書」に
は、元請け工事会社のみ（6月5日時点
で下請会社が未決の為）の表記でも構
わないか？

　共同企業体（ＪＶ）として参加する場合は、「企
画提案参加表明書兼誓約書」に、設計・施工を含む
当該ＪＶを構成する「全ての構成員」の記載が必須
となります。構成員の一部（元請け工事会社等）の
みの記載で参加表明を行うことは認められません。
　なお、ＪＶの構成員ではなく、構成員からの業務
を請け負う「下請会社」については、「企画提案参
加表明書兼誓約書」への記載は不要です。

5 2026/5/15 契約締結

このプロポーザルを、設計者と施工者
のＪＶ（共同企業体）で申請した場
合、契約は、施工者との締結でも構わ
ないか？

　認められません。ＪＶとして参加表明及び企画提
案を行い、受託候補者として選定された場合、本業
務の契約締結についても、当該ＪＶと行うこととな
ります。構成員のうちの1社と単独で契約することは
できません。

6 2026/5/15 展示室の状況
委託契約締結（7月上旬）から、工事
着工までの展示室状況を把握したい。

　2026年7月から9月までの展示室状況は以下のとお
りです。

【展示室１】
　7月7日から10月2日までの期間、「所蔵作品展2026
年度Ⅱ」のため使用（準備・撤収期間を含む。）。

【展示室２】
　7月7日から10月2日までの期間、「所蔵作品展2026
年度Ⅱ」のため使用（準備・撤収期間を含む。）。

【展示室３】
　7月21日から9月25日まで「浮世絵展」のため使用
（準備・撤収期間を含む。）。なお、7月1日から7月
17日までは空室予定。

7 2026/5/15 参加資格要件

単独企業もしくはＪＶとして参加する
場合、徳島県の入札参加資格登録業者
でなくとも参加はできますでしょう
か。

　可能です。本業務のプロポーザルにおいて、単独
企業又は共同企業体（ＪＶ）のいずれの形態であっ
ても、徳島県の入札参加資格者名簿への登録は要件
としておりません。
　なお、参加にあたっては、募集要項に定める参加
資格要件を全て満たしていること、及び指定の提出
書類を漏れなくご提出いただく必要があります。
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8 2026/5/15 高所作業車・脚立

館で所有されている高所作業車や脚立
を無償貸与していただくことは可能で
しょうか。また、貸与いただける場
合、仕様・台数をご教示お願いいたし
ます。

　貸与は行いません。本業務の履行において必要と
なる高所作業車、脚立その他の各種機材について
は、各事業者の施工計画に沿った適切な機材を用い
て安全に作業を実施していただくため、必要な機材
は、すべて受注者の責任と負担において手配及び準
備を行ってください。

9 2026/5/15 仮設事務所設置可能場所

工事期間中、現場事務所や詰所、仮設
トイレの設置手配が必要でしょうか。
もしくは館内のトイレ使用が可能で
しょうか。

　仮設事務所等の設置場所及び条件については以下
のとおりです。

【2階】
・美術館ロビーのトイレ2箇所を利用可能とする。
・事務所・詰所については、ロビーをパーテーショ
ン等で区切り、使用してよい。
・2階での飲食は不可とする。

【3階】
・講座室（事務所として）及びトイレを利用可能と
する。
・講座室での飲食は可能とする。

【共通事項】
・各所の詳細については、別添「【近代美術館】仮
設事務所等設置可能場所.pdf」を参照すること。
・電気代については子メータを設置し、使用料を支
払うこと。
・いずれの場所においても適切な養生を行い、業務
完了後は清掃等を行った上で引き渡しを行うこと。

10 2026/5/15 展示ケース側面図
改修該当となる展示ケース内高さ情報
が分かる側面断面図をご提供いただけ
ますでしょうか。

　別添「【近代美術館】展示ケース図面.pdf」のと
おりです。


